
墨田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年１１月３０日  

  

                    墨田区長  山  本    亨 
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   墨田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 墨田区長等の給料等に関する条例（昭和２２年墨田区条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条第１項中「及び１２月」を削り、「１６５．５」の次に「、１２月に支給

する場合においては１００分の１７３．５」を加える。 

第２条 墨田区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「、３月に支給する場合においては１００分の２５、６月に支給 

する場合においては１００分の１６５．５、１２月に支給する場合においては１０ 

０分の１７３．５」を「１００分の１８２」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日

から施行する。 


